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平成２７年度第４回庁議 会議録 

 

[日 時]  平成２７年７月２日（木） ９時～１０時２５分  

 

[場 所] 本庁応接会議室 

 

[出席者] 市長、副市長、教育長及び各部局長 

 市民部総括次長代理出席 

 

 [会次第] 

１ 市長あいさつ 

２ 議  題 

（１）平成２６年度決算状況について              （企画部） 

（２）平成２６年度水道事業・工業用水道事業会計決算状況について（水道局） 

（３）指定管理者制度の検証と今後の方針について 

（総務部）（福祉部）（経済部）（建設部） 

 

３ 連絡事項 

 （１）人事評価（業績評価）の試行について            （総務部）  

 

１ 市長あいさつ 

６月議会も終了したが、対応ご苦労様だった。また、まちづくり校区懇談会も、昨

日、多喜浜校区から始まっているが、市民の皆様の生の声が聞ける貴重な機会である

ため、多くの職員が参加するよう周知をお願いしたい。 
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２ 議 事 

（１）平成２６年度決算状況について （企画部） 

市   長 

 

 

 

企画部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、議事に入る。 

平成２６年度決算状況について、企画部より説明をお願いした

い。 

 

平成２６年度決算の概要について説明する。まず、一般会計に

ついてだが、歳入決算額は５０２億３，２０３万９千円、歳出決

算額は４８５億８，８３２万１千円で、形式収支は１６億４，３

７１万８千円となっている。このうち、歳出には、特別会計への

繰出金５３億１，４４３万６千円が含まれている。形式収支から

平成２７年度への繰越財源５億４，３３９万５千円を差し引いた

実質収支は、１１億３２万３千円である。実質収支から前年度実

質収支を引いた単年度収支は、３，１２８万２千円の赤字で、単

年度収支に、実質的な黒字要素である財政調整基金の積立額９億

６００万円を加え、赤字要素である財政調整基金取り崩し額１５

億８，０００万円を除いた実質単年度収支も、７億５２８万２千

円の赤字となっており、今後の財政運営上、十分な留意が必要な

点と考えている。 

次に、基金の状況だが、財政調整基金残高は、平成２５年度末

に比べ６億７，４００万円減少し、５０億２，８００万３千円。 

減債基金残高は、１億２，３８９万８千円減の５億４，０８７万

２千円となっている。 

次に、特別会計だが、貯木場、住宅新築資金等貸付、介護保険、

後期高齢者医療の各事業については、黒字決算となっている。工

業用地造成事業については、歳入不足による赤字となることから、

繰上充用にて対応している。その他の事業は、一般会計からの繰

入金で収支を調えている。 

特別会計については、財源不足を安易に一般会計に求めること

なく、事業の徹底した見直しと事業収入の確保に努め、会計独立

の原則に基づいた運営をお願いする。 

次に、市債の現在高だが、一般会計が４８２億７，９２０万９

千円、特別会計は３７１億２，５２１万５千円となっており、一

般会計、特別会計の現在高合計は、８５４億４４２万４千円で、

平成２５年度末残高との比較では８億２，９９０万２千円減少し
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副市長 

 

企画部長 

ている。 

また、参考までに、一般会計でのプライマリーバランスは、 

平成２６年度決算で２２億５，２０９万４千円、対歳入比率で４．

５％の黒字となっている。 

 

実質単年度収支が７億赤字の原因は。 

 

プライマリーバランスは黒字のため、単年度収支が赤字となっ

てもさほど心配するようなことではない。 

 

（２）平成２６年度水道事業・工業用水道事業会計決算状況について（水道局） 

市   長 

 

 

水道局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、平成２６年度水道事業・工業用水道事業会計決算状況に

ついて、水道局より説明をお願いしたい。 

 

水道事業会計及び工業用水道事業会計の決算の概要について説

明する。 

まず、水道事業会計の業務量については、給水人口が１１６，

７７３人で対前年比７２２人の減、給水戸数は５４，３６４戸で

１６９戸の増となっている。また、年間配水量は２６万９，１８

４立方メートル減少、有収水量も２４万６，９１８立方メートル

減少しており、水道使用量の減少傾向が続いている。有収率は９

３．５％で前年度と同じである。 

次に、収益的収支では、収入については、会計制度の変更に伴

う長期前受金の戻入益や、各種引当金の戻入益が新たに加わった

ことにより、前年度より２億２１５万６千円増の１９億２，２７

７万９千円、支出が１６億５，６６５万９千円で、純利益は対前

年比８，７０８万２千円増の２億６，６１２万円を計上した。 

しかし、会計制度変更に伴う影響のない、主たる営業活動の収

支を表す営業利益は、１億６，７８９万２千円で前年比３，５８

７万８千円の減となっている。 

次に、資本的収支としては、収入が６億５，０７７万６千円、

支出が１７億８，３５３万１千円で、不足額１１億３，２７５万

５千円は減価償却費等の損益勘定留保資金等で補塡した。 

次に、工業用水道事業会計について、業務量及び契約水量に変

更はなく、収益的収支は、収入が２億２，９１６万円、支出が２

億９９３万１千円で、純利益は、対前年比３，４１９万２千円減
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 の、１，９２２万９千円を計上した。営業利益は、７，８３１万

５千円で、前年比、１，０２９万３千円の増となっている。 

次に資本的収支については、資本的収入が９，１６４万円、資

本的支出が９，６８３万９千円で、不足額５１９万９千円の全額

を、損益勘定留保資金等で補塡した。 

以上、両会計とも、収益的収支は黒字決算となっているが、有

収水量が減少しており、今後おいても収入の増加は厳しく、老朽

施設の更新、耐震化や安定供給のための施設整備が必要なことか

ら、計画的かつ効率的な経営を推進していく。 

 

（３）指定管理者制度の検証と今後の方針について（総務部外） 

市   長 

 

 

総務部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、指定管理者制度の検証と今後の方針について、総務部か

ら順番に説明をお願いしたい。 

 

指定管理者制度については、平成１６年度から「くすのき園」、

平成１８年度から総合福祉センター等３６施設に導入後、平成２

７年度までに、「斎場」、「慈光園」等の５施設に導入したが、「く

すのき園の民間移管」等があり、現在４０施設に導入している。

今年度末で「西原中須賀駐車場」が廃止予定だが、来年度は、新

たに「旧端出場温泉保養センター」等４施設に指定管理者制度を

導入する予定で、平成２８年度は４３施設が導入となる。 

これらの施設のうち、今年度は、新たに導入する４施設のほか、

「児童館」、「老人福祉センター」等９施設、合計１３施設につい

て、指定管理者の候補者の選定を行う。 

継続する施設は、それぞれの施設ごとに指定管理者制度導入の

成果などについて検証を行い、来年度以降の方針を決定するとと

もに、引き続き、指定管理を行う場合には、指定期間、募集方法

などについて決定する必要がある。 

既に、施設担当課を対象に、指定管理者制度の導入や継続に係

る説明を行い、現在、継続する施設については、スケジュールに

沿って、利用者のアンケート調査の検証などを踏まえたこれまで

の評価、今後の方向性などについて、それぞれの施設担当課で検

討していただいている。 

「平成２７年度指定管理者制度運用の手引」に指定管理者制度

の基本的な考え方などについて掲載しているが、特に留意してい

ただきたいのは、「指定管理者制度の評価と再指定の在り方」であ
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る。 

再指定に当たっては、この「評価」に対する考え方をしっかり

と整理し、次の指定に反映させることが重要となってくる。利用

者満足度調査の結果や監査の指摘事項等を、業務の改善に生かし、

市民サービスの質の更なる向上に向けた検討を、それぞれの施設

ごとに行い、次回の指定につなげていくことが不可欠であると考

えている。 

また、使用料徴収業務を指定管理者に委託する場合、指定申請

時や年度計画書の提出時に、使用料徴収業務に係る見積書を同時

に提出させるなど、効率的な事務執行にも努めていただきたいと

考えている。 

その他、指定に際しての具体的な留意事項は、施設担当課には

既に説明済みなので、詳細な説明は省略する。 

次に、今後のスケジュールについてだが、現在まで、施設担当

課において、指定管理者制度継続等の検討、成果について検証し、

今後、指定管理者制度を継続するかどうかを検討していただいて

いる。本日の庁議での検討結果をもって、市長までの決裁をいた

だき、最終決定としたいと考えている。 

 また、８月号の市政だよりにおいて、指定管理者の公募につい

て広報を行い、併せて、施設担当課で募集要項を作り、応募を受

け付けていただく。市政だよりのほか、ホームページでも施設担

当課とリンクさせて公募方法をお知らせする予定としている。 

 次に、９月から１１月にかけて、候補者選定委員会を開催し、

候補者の選定を行うが、１２月議会のスケジュールに合わせ、１

０月中旬頃には候補者を決定する方向で進めたいと考えている。

また、平成２８年度以降の予算措置についても、この段階で検討

していただきたい。１２月議会に、指定管理者の指定の議案を上

程する予定であり、議会の議決を経た後、指定管理者の指定の告

示、協定の締結等を行い、４月から、現在の、又は新たな指定管

理者による指定管理を行っていくこととなる。 

本日の庁議において、各課から提出され総務課でまとめた「総

括表」をもとに、福祉部、経済部及び建設部から各施設の指定管

理者制度導入の成果や今後の方針案を説明していただき、その方

針案について検討し、決定されれば、このスケジュールに従って、

事務を進めていくことになるので、よろしくお願いする。 
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福祉部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉部からは、児童館、高齢者福祉センター及び養護老人ホー

ム慈光園について説明する。 

児童館については、中央、川東、上部児童センターと瀬戸児童

館の４館を、平成１８年度から平成２２年度までの５年間、平成

２３年度から平成２７年度までの５年間の計１０年間、それぞれ

公募により、社会福祉法人新居浜市社会福祉協議会が指定管理者

となり、専門的な知識や経験を生かし一括管理している。 

まず、経費については、指定管理者制度導入前から管理委託を

行っているため、経費の削減効果は出ていない状況だが、直営で

管理するより、人件費等の削減効果があると分析している。 

利用者数については、平成２３年度から平成２７年度の指定期

間中は１２５，０００人前後で安定して推移しており、本市の０

歳から１７歳までの人口が年々減少している中で、活動や適切な

運営がなされている。 

満足度については、職員の対応や利用した感想では概ね高い評

価を得ているものの、施設の整備面では、不満、やや不満を合わ

せると１０％となっており、魅力ある児童館を目指すには、職員

の質の向上もさることながら、施設面の整備が重要であると考え

ている。 

今後の方針としては、平成２８年度以降も指定管理者制度を継

続したいと考えている。 

募集については、公募とし、指定期間は、福祉施設として安定

的、継続的な運営を行うため、５年間としたいと考えている。 

次に、高齢者福祉センターについては、上部、川西、川東の３

館を児童館と同様に、平成１８年度から平成２２年度までの５年

間、平成２３年度から平成２７年度までの５年間の計１０年間、

それぞれ公募により、社会福祉法人新居浜市社会福祉協議会が指

定管理者となり、一括管理している。 

まず、経費については、児童館と同様に、指定管理者制度導入

前から管理委託を行っているため、経費の削減効果は出ていない

状況である。 

利用者数については、平成２３年度から平成２７年度の指定期

間中における高齢者福祉センターの延べ利用者数は９６，０００

人前後で、微増傾向で推移している状況である。 

満足度については、職員の対応や施設の安全面、美化面で概ね

高い評価を得ており、総合的な満足度も「満足」が62.8％、「ほ
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経済部長 

 

 

ぼ満足」が17.6％と合計で80.5％で、前回アンケート調査結果を

上回っている状況である。 

今後の方針としては、民間の専門性やノウハウを活用した活動

等が行われることで、利用者へのサービスの向上、高齢者福祉の

向上につながるため、平成２８年度以降も指定管理者制度を継続

したいと考えている。 

募集については、公募とし、指定期間は、福祉施設として安定

的、継続的な運営を行うため、５年間としたいと考えている。 

なお、廃止された旧大島公民館については、今年４月から川東

高齢者福祉センター大島分館として位置づけ、直営で運営してい

るが、現在の事業内容や管理体制などから指定管理者制度に馴染

まないため、現行どおり直営で運営したいと考えている。 

次に、慈光園については、平成２３年に新築移転され、平成２

５年４月１日から指定管理者制度を導入している。指定管理者は、

公募により、社会福祉法人三恵会が管理運営を行っており、初め

ての指定管理の導入であったため、３年間の指定期間としている。 

経費については、平成２６年度の消費税率の引上げに伴う物件

費等の増加により、経費削減には至っていないが、正規の職員数

が直営時の５人から１８人と職員体制が充実している。 

入所の措置者数は、平成２５年度から３年間の指定期間中に、

入所退所はあるものの、ほぼ９０人前後で推移している。 

満足度については、入所者の生活環境、職員の接遇、食事など

について、約80％の入所者が「満足」、「ほぼ満足」と答えてお

り、満足度は高い状況となっている。 

今後の方針としては、民間の専門的性やノウハウを活用した管

理運営により、入所者へのサービスの向上や養護老人ホームとし

て養護を必要とする高齢者への福祉の向上がより一層図られるた

め、平成２８年度以降も指定管理者制度を継続したいと考えてい

る。 

募集については、公募とし、指定期間は、入所の福祉施設とし

て、入所者の処遇等の継続性や安定的な運営を行うため、今回は、

他の福祉施設と同様に、５年間としたいと考えている。 

 

経済部からは、平成２８年度から去る６月３０日をもって廃止

された端出場温泉保養センターに代わる新施設、東平歴史資料館

及び東平マイン工房においての指定管理制度の導入について説明
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建設部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する。 

この新施設については、温浴施設及び子ども用遊戯施設からな

る施設で、温泉施設については、規模を縮小するが、市民福祉の

増進と健康づくりのための施設として再生する。 

そのほか、子ども用遊戯施設の設置や芝生広場の充実により市

内外からの子育て世代や祖父母層の誘客を行うとともに、空調設

備等の更新による維持管理経費の削減を図る予定にしている。ま

た、東平歴史資料館及び東平マイン工房においても、同時に指定

管理制度の導入を行うことにより、新施設と一体となった管理運

営を行うことによる相乗効果を期待している。 

指定管理の目的及び効果については民間事業者の専門性を活か

した事業企画や施設運営、また、経費の削減やサービスの向上が

期待している効果である。 

新たに改修する温浴施設及び子ども用遊戯施設については、利

用料金制を採用し、指定管理者にインセンティブを持たせたいと

考えている。また、東平歴史資料館及び東平マイン工房について

は、現在、施設利用料金等は徴収していないこともあり、利用料

金制の採用は考えていない。 

募集については、公募による募集を予定しており、指定期間に

ついては、新規での指定管理制度導入ということもあり、指定管

理者における施設の運営状況等を見極める必要もあり、３年間と

したいと考えている。 
 

建設部からは、新居浜駅前駐輪場及び新居浜駅南口広場駐輪場

について、説明する。 

新居浜駅前駐輪場は、平成２５年３月に供用を開始し、平成２

６年３月３１日まで直営管理を行い、平成２６年度から指定管理

者制度を導入し、平成２７年度までの２年間、公益社団法人新居

浜市シルバー人材センターが指定管理者となっている。駐車台数

は、自転車８３９台、バイク４２台である。 

管理経費については、導入前の平成２５年度業務委託料を含む

支出額が８５４万３千円に対し、平成２７年度支出予定額は９０

７万３千円であり、５３万円増となっているが、これは平成 2６

年度からの供用時間の延長に伴う人件費の増額等によるものであ

る。 

指定管理者制度導入前には、市職員が直接、使用許可業務を行
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副市長 

 

経済部長 

 

 

副市長 

 

 

経済部長 

 

市  長 

っていたことなどを考慮すると、導入後の人件費の削減が図られ

ている。  

使用料収入は、導入前の平成２５年度は８３０万１千円、導入

初年度の平成２６年度には８０９万３千円で微減となったが、今

年度については駐輪スペースの増設もあり８７４万円と収入増を

見込んでいる。 

指定管理者制度導入後における駐車場管理状況として、平成２

６年度末のアンケート調査において約８割の方が職員対応等が良

いとの回答を得ていること、また、業務の効率化、管理経費の削

減及び利用者へのサービスの向上、などを検討した結果、引き続

き指定管理者制度を継続することとしたい。 

指定管理期間については、現在は指定管理者の安定的な経営継

続、経験に基づく効率的運営が行われており、指定期間をより長

く設定することで指定管理者側の長期的経営が可能となり安定経

営につながることから、５年間としたい。 

次に、新居浜駅南口広場駐輪場は、平成２７年６月２４日から

供用を開始しており、駐車台数 自転車７９台、バイク１０台の

屋外式駐輪施設である。 

当施設の指定管理業務については、定期駐車の申し込み受付等

に関する業務、施設及び設備等の運転管理・点検等に関する業務、

指導・監視等に関する業務、以上３つの業務を予定している。管

理経費の削減、事務の効率化を図るため、さきほどの駅前駐輪場

と駅南口広場駐輪場の２施設を一括して指定管理業務を行わせる

こととしたい。 

 

端出場温泉保養センターの指定管理は４月１日から行うのか。 

 

４月１日からのオープンは難しい状況だが、マイントピア別子

の意向もあり、４月１日から行う。 

 

東平歴史資料館とマイン工房は一緒にして指定管理を行うの

か。 

 

条例も一つであり一緒に行う。 

 

駅前の駐車場は指定管理をしないのか。 
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教育委員会事務

局長 

 

市  長 

 

 

 

 

福祉部長 

 

 

市  長 

 

福祉部長 

 

 

市  長 

 

 

 

副市長 

 

 

 

 

福祉部長 

 

市  長 

 

ゲートで料金を払うシステムであり、ゲートを設置している業

者に委託している。 

 

教育委員会の銅山の里自然の家は、平成３１年までの指定管理

となっているが、マイントピア別子にお願いすることはできない

のか。 

 

地域性を考えれば一体的な管理が望ましいが、平成３１年まで

の指定管理としている。 

 

途中でやめることはできないのか。検討をしてもらいたい。 

福祉部の施設については、ほぼすべての施設で経費が増となっ

ているが、指定管理前と比べて削減効果が見られないのなら何の

ためにやっているのかということになる。 

 

以前は直営ではなく委託であり、そこから指定管理に移ったた

め、経費の削減効果は見られない。 

 

逆に経費が増えている理由は。 

 

消費税の増税分と、施設の老朽化に伴う修繕費の増が原因であ

る。 

 

その辺りの原因や、利用者が増えたとか、市民サービスの向上

に繋がっているのか。といったことも明記しておかないと、何の

ために指定管理を行っているのかが分からない。 

 

高齢者福祉センターについては、平成２９年から、地域包括支

援センターが、公民館を拠点に支援員を置くことになるが、差別

化を図る必要がある。現状維持ではなく、他にないような取り組

みをしないと存在意義はない。 

 

利用者層が違う部分もあるが、今後の検討課題である。 

 

高齢者福祉センターの指定管理者にシルバー人材センターとい

う話は聞いてないか。 
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福祉部長 

 

教育長 

 

 

教育委員会事務

局長 

 

 

 

福祉部長 

 

 

市  長 

聞いてはないが、応募していただくことは可能。 

 

児童センターの民間委託は可能か。 

 

４館同時は難しいが、１館ずつなら可能性はあるのでは。 

 

放課後児童クラブについて、福祉部で所管していた時は、川東

と上部児童センターは社会福祉協議会に委託していたが、教育委

員会に所管が移ってからは、社会福祉協議会は受けられないとい

うことで、現在は直営で行っている。１館ずつで検討されるのな

ら、川東と上部児童センターについては、放課後児童クラブとセ

ットで検討していただきたい。 

 

放課後児童クラブは学校内にあるべきものと認識している。 

 

児童センターは、子供達のためにある施設であり、子供たちの

活動拠点である。 

 

学校にあることは望ましいが、上部児童センターについては、

中萩小学校の児童数が多いことから、開設した経緯がある。もと

もと出来ていたことが、教育委員会に所管が移ったらなぜ出来な

くなったのか、という思いがある。 

 

学校にあることが望ましいとの考えだったのかもしれないが、

理由を確認しておく。 

 

両部局で確認をしておいてもらいたい。児童センターについて

は、市民サービスの向上に繋がるよう、民間委託も含めて、幅広

く応募できるよう検討してもらいたい。 

他になければ、以上で、議題は終了する。 

 

３ 連絡事項 

（１）人事評価（業績評価）の試行について 

市    長 

 

 

人事評価（業績評価）の試行について、総務部から説明をお願

いする。 
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業績評価の試行（導入）に際し、マニュアルの概略説明を行う。 

まず、『業績評価』導入に至る背景だが、『改正地方公務員法』

で、「任命権者は、定期的に人事評価を行わなければならない。」、

また、人事評価とは、「能力評価」と「業績評価」の両面から実施

しなければならず、これまで本市が実施してきた「能力評価」に

加え、評価期間ごとに、個々に設定した目標達成度から評価する

「業績評価」の実施も法律上の義務となった。 

併せて、「人事評価は、昇任・昇格などの任用、給与、分限その

他の人事管理の基礎として活用しなければならない。」と規定され

ている。 

また、『総務省通知』では、『本年度中に、改正趣旨に準じた人

事評価制度の試行を行うとともに給与条例、関連規定等を適宜整

備し、平成 28年 4月から本格実施するように。』、とされており、

以上のことから、本年 3月に副課長以上全管理職を対象として、

業績評価研修の実施を経たうえでこの度、管理職（副課長以上）

に限定して、業績評価の試行を行うに至った次第である。 

これまで実施してきた目標管理制度との関係だが、目標管理手

法による業績評価は、本年度は試行だが、次年度からは本格導入

するよう求められており、業績評価の本格導入に伴い、これまで

企画部所管で実施してきた目標管理制度については、皆さんに重

複した負担をさけることから、廃止する方向で協議している。 

人材育成を目的とした『職場面談』については、業績評価の実

施に際し、7月中に実施いただく「期首面談」、１１月中に実施い

ただく「期中」面談、そして２月中に行う「期末面談」と最低 3

回の面談を義務付け、また、「臨時」面談については、期間中、い

つでも実施することができる、としている。 

なお、期首面談では、被評価者と第一次評価者が、「組織の使命」

や「懸案事項」等を共通認識したうえで、被評価者の「目標設定」

及び当該目標の「難易度設定」を行っていただくことになる。 

それでは、目標設定等に関する『具体的な説明』に入るが、先

ず、「部長級職員は、期首面談にて副市長との合意形成の下で目標

設定が完了した後、一次評価者として、次長との期首面談にて次

長の目標設定を」、また、「総括次長は、一次評価者として課長と

の期首面談を行い課長の目標設定を」、といったように、順次、よ

り上位の職から目標設定をしていただく。 

現状分析シート（様式１）の作成についてだが、先ず組織とし
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て何が求められているのか？懸案事項や重要課題は何か？などに

ついて、現状認識した上でシート作成していただく、というのが

原則になる。 

但し、現時点において既に、各部局毎に平成 27年度重要事業及

び懸案事項管理表を作成してると思うが、「管理表の内容」と「設

定しようとする目標」との間に整合がとれる場合は、重複した事

務作業を避けるため、当該管理表にて現状分析シートの作成に代

替できるものとする。 

なお、この現状分析シート（様式１）については、提出いただ

く必要はない。 

次に、目標管理記録シート（様式２）の作成についてだが、基

本的には、現状分析シートを参考にしながら、副市長との期首面

談により、合意の上で目標設定をしていただき、併せて目標に関

する「組織期待度」、「職務困難度」を判断していただく。 

目標管理記録シートに記載する「目標設定」については、本年

度は２つまでとしていただき、職位・職責を念頭に、一年間かけ

て取り組むのにふさわしい、「何を」、「いつまでに」、「どのような

方法で」、「どのレベル・水準まで」達成するのか、についてしっ

かりとした明文化をお願いする。設定された『目標』の難易度は、

「組織期待度」と「職務困難度」から判断する。 

「組織期待度」については、「躍進」、「前進」、「維持」の 3段階

で、市民や組織が期待する内容であるかに照らして判断していた

だく。 

また、「職務困難度」については、期首段階においては、管理職

という職責からも、「容易」な目標設定はできないこととしており、

「困難」または「標準」の２段階から、設定をお願いする。 

評価結果に関しては、『職員間の公平性』を重視し、「長年の難

しい懸案事項を達成した」など、「難易度」が高いものほど、高評

価が得られる仕組みとしており、したがって、組織として極めて

期待度の高い「躍進」という判断については、副市長等との合意

を得たうえで設定するといった慎重な姿勢でお願いする。 

次に、ウエイトの設定だが、職員一人毎に目標のウエイトは１

００としており、例えば目標が２つであれば、２つのウエイト合

計が１００となる。期首面談における合意形成にて、より優先す

べき目標は７０、残りは３０とするなど、重要度や当該目標達成

のために要する時間等を考慮した上で、適切なウエイト配分をお
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願いする。 

以上、部長級からはじめ、最終の副課長に至るまでの目標設定

については、部局によって人数に差異もあるが、大変申し訳ない

が、7 月末までに完了する様、部内会を通じて周知徹底をお願い

する。 

なお、各部局における全ての管理職の『目標管理記録シート』

が完成次第、部局長は、ご自身のシートも含め、部局分をまとめ

たうえで、人事課まで印刷物の提出をお願いする。 

次に、評価については、１１月時の期中面談以降で判断いただ

くものであり、時間の関係もあり、説明は省略する。なお、点数

ごとの評価結果については、これまでの能力評価の点数と整合さ

せている。 

能力評価と整合させているが、課長、主幹、副課長の二次評価

者は、部局長である。二次評価者の役割だが、期中、期末、臨時

の面談者となり、被評価者に対する助言指導を通じて、人材育成

に寄与していただかなければならない。また、評価結果について

も、能力評価と同様、二次評価者が、被評価者に対しての説明責

任も負うとさせていただいているので、留意をお願いする。 

職位別の導入スケジュールだが、想定としては、次年度から、

係長も対象として加えたいと考えている。 

なお、主査以下の若手職員についての対応予定だが、総務省が

示している人事評価に関する質疑応答の中で、「若手職員について

は、能力を伸ばす時期であることを考慮して、能力評価のウエイ

トを高くするといった工夫も考えられる。」との姿勢を示している

ことから、本市としては、主査以下に関する業績評価の導入につ

いては、当分の間は、見合わせたいと考えている 

最後に、当マニュアルは、本市の実情を踏まえ、できるだけご

理解いただけるようにと整備したつもりだが、まだまだ、不十分

な個所や配慮が欠けている点もあると思われるので、お気づきの

点がある場合、また、実際に試行段階に入ってからも、お気づき

の点があれば、随時、人事課までお申し出いただきたい。 

出来るだけ客観的で、よりよい制度に改善していきたいと考え

ているので、皆さんのご協力をよろしくお願いする。 

特に留意いただきたいことは、人事評価の目的は、適正な評価

による人材育成であり、これまで行ってきた能力評価と何ら変わ

らないことは認識いただきたい。 
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総務部長 

 

 

 

 

 

建設部長 

 

 

市  長 

総務部長 
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 大変な作業を伴うことになるが、一度説明を受けただけでは理

解しにくいので、マニュアルをよく読んで意見を出してもらいた

い。 

 

 目的が良くわからない。このような制度は、皆が理解しないと

機能しない。評価をしようとしているのか。人材育成をしようと

しているのか。 

 

 総務省の目的は、わかりやすく目に見える形で評価を行うとい

うことで、業績評価を導入しており、将来的には勤勉手当に反映

されることになる。これまでの能力評価については、昇任・昇格

に反映される。 

 

 ３点疑問がある。１点目、問題には、現在抱えている問題もあ

れば、長期的な視点で捉える問題もあるが、このまま導入すれば

目先にある問題だけに陥りやすい。２点目、困難度について、目

標を明確化することには賛成で、組織目標であれば理解できるが、

個人目標となれば、個々に能力差があり、人材育成が目的なら良

いが、ある人には難しい目標でも、別の人では簡単な目標になる。

３点目、人材育成が目的なら、プロセスが大事だが、このままで

は、結果だけを見て、勤勉手当に反映されることになる。 

 

 問題には、２～３年かけて取り組まなければならないものもあ

り、困難性が高いと判断できる。また、困難度については、その

人にとって困難かどうかではなく、その業務が困難な業務かどう

かで判断していただきたい。一番重要なことは、どういった目標

を設定するのかになる。 

 

 半年・１年で成果の出る問題もあれば、２～３年後でないと成

果の表せない問題もある。 

 

 法律では、いつから実施しなければならないのか。 

 平成２８年４月からの実施を義務付けられている。 

 

 先進地の大阪では、業績評価の導入に何年もかかっており、十
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副市長 

 

出納室長 

 

 

 

分、制度を理解してもらって、段階的に進めないと難しい。 

 

この場の説明だけでは理解が難しいので、一度、課長以上でで

も説明会を開いてはどうか。十分理解してもらったうえで進めな

いと、今日の説明だけでは、各部局に帰っても周知できない。 

 

人材育成が目的なら理解できるが、勤勉手当に反映されるとな

ると、本当に難しい問題ではなく、いかに難しく見えて達成でき

そうな問題を目標に設定してしまう。２～３年後に成果の出る問

題は、その間の成果・実績は０になってしまう。 

 

０ではない。その過程で実績は残っていく。 

 

その間の評価は難しい。 

 

このまま職員に通知をすれば混乱を招くだけなので、説明会を

開催して、十分理解をしてもらってから進めてもらいたい。 

次に、自転車のヘルメット着用について、昨日から高校生が義

務化されており、松山市も近々行うと聞いている。今治市は、管

理職から実施すると聞いているが、皆の意見を聞きたい。 

 

ヘルメット着用の啓発があまりなされていない。基本は自分の

身を守るためのもので、ヘルメット着用の有無による死亡事故の

状況等の情報を周知する必要がある。市職員ＯＢで、転倒して亡

くなった方もおり、まずは、情報の提供や啓発から始めてはどう

か。 

 

互助会で補助を検討しているということだが、補助率にも影響

される。 

 

現在の案としては、３千円を上限としている。 

 

高校生が被っているヘルメットを見たが、あれなら私自身は抵

抗はない。補助があることを先行して通知しても良いのでは。強

制はしないが、積極的に着用するよう奨励することは問題ない。 
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市  長 まずは、管理職から義務付けるということでどうか。職員への

通知は総務部でお願いする。 

他に何点かお願いがある。一つは、スピード感をもって仕事を

してほしい。ヘルメットの着用にしても、どうせやるなら県内で

一番にやればＰＲ効果もある。高校生議会も検討を依頼していた

が、四国中央市が既に実施を決定しており、後からやったのでは

意義が薄れる。次に、ホウレンソウを大事にしてもらいたい。先

日、公民館長にお礼を言われたが、何のことかよくわからなかっ

た。懸案事項などで、完了したことについても速やかに報告をお

願いしたい。次に仕事の担当だが、空き家対策とサイクリングに

ついては、関係課が多岐にわたっており、どこが主管課となるの

か決定していないため、仕事の投げ合いになり、なかなか前に進

まない。早く関係部局で調整して主管課を決定してほしい。総務

部に調整をお願いする。 

他になければ、これで第４回庁議を終わる。 

 


